重要

令和８年３月３０日
ＳＳ運営組合員　各位
山形県石油協同組合

「経営安定化特別保証」および「経営安定化特別利子補給制度」の受付開始について

　毎々格別のご協力をたまわり誠にありがとうございます。
　さて首題の件、昨年の暫定税率廃止に伴い当ＳＳ業界に緊急的な資金繰り対策が必要として、運転資金借入に対する特別保証と特別利子補給の金融措置が執られることとなりました。
　つきましては、下記に概要をお示しいたしますので、ご精読の上ご活用をお願いいたします。

記
【経営安定化特別保証の概要】
· 対象：中小の揮発油販売業者（２ＳＳ運営まで）
· 条件：ガソリン又は軽油の仕入数量若しくは販売数量が、令和７年１１月～令和８年１月の３ヶ月いずれかの月で前年同月比２％減少、または２ヶ月合計２％減少
· 借入限度額／保証割合：2,000万円／1,900万円（最大4,000万円／3,800万円）＊95％保証
· 借入期間等： 5年以内、運転資金借入
· 受付期間：令和8年4月３０日まで（利用は１回限り）
· その他：借入前申請、保証料＝0.2％（以下「利子補給制度」併用で金利負担軽減可）

【経営安定化利子補給制度の概要】
· 対象：中小の揮発油販売業者
· 条件：ガソリン又は軽油の仕入数量若しくは販売数量が、令和７年１１月～令和８年１月の３ヶ月いずれかの月で前年同月比２％減少、または２ヶ月合計２％減少
· 借入条件等：証書借入、元金均等償還、7年以内、据置2年以内、借入上限なし
· 利子補給額／補給期間：３％まで、５年以内
· 利子補給の対象限度額：1,000万円／SS、２SS目以降＋500万円（上限5,000万円））
· 受付期間：令和8年4月３０日まで（借入は令和8年6月30日までに実行する）
· その他：令和7年１１月１３日以降に借り入れたものも対象

· 詳細については当組合ホームページ『金融事業－信用保証事業』をご覧ください。
· 御不明の点等ございましたら事務局（担当：菊地）までお問合せください。

以上

